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  令和４年７月８日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市京北運動公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市京北運動公園条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 第５条第３号中「場合」の右に「（利用日の属する月の前月の初日前に第１条第１項の規

定による申請をした場合を除く。）」を加える。 

 別表放送設備（マイクロホン１本付き）の項中「１，６７０」を「２，５００」に改め、

同表携帯用拡声器の項中「５２０」を「７８０」に改め、同表大会用テントの項中「３１

０」を「４６０」に改め、同表夜間照明設備の項中「３，６６０」を「５，４９０」に、

「４１０」を「６１０」に改め、同表野球用具の項及びテニス用具の項を次のように改め

る。 

野 球 用 ベ ー ス １ 組 に つ き １ 日 １５０ 

テ ニ ス 用 ネ ッ ト １ 張 り に つ き １ 日 １５０ 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都市京北運動公園条例施行規則（以下「改正後の規則」と

いう。）の規定による付属設備の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第２４

４条の２第３項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為

は、この規則の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３  改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

（文化市民局市民スポーツ振興室） 
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